
仕様の概要と運営状況（再指定）
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Ⅰ　仕様等
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室
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館

分
室
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館

分
室

本
館

分
室

鉄骨造2階建て-延床面積（401.71㎡）-敷地面積（1,000.08㎡）
事務室(1)、図書室(1)、集会室(1)、遊戯室(1)、給湯室(1)、調理室(1)、トイレ(3)、倉庫(1)、物置
(1)

鉄筋コンクリート及び木造平屋建（厨川小学校校舎１階及び増築部分）
-延床面積（514.44㎡）
事務室（1）、図書室（１）、集会室（１）、遊戯室（１）、トイレ（2）、多目的トイレ(1)、倉庫(1)、器
具庫（１）

開館（場）時間
（平日）午後１時～午後６時半まで
（土曜日）午前８時～午後６時半まで
※小学校の予定に合わせて適宜対応

分
室

(1)床・ガラスの清掃（年1回）
(2)機械警備業務（毎日）
(3)消防設備保守点検（年2回）
(4)防火対象物定期点検（年１回）
(5)遊具の保守点検業務
(6)日常的な清掃、設備・備品等の管理
(7)駐車場その他敷地の管理（除草、除雪等を含む。）
(8)光熱水費、燃料費及び電話等の使用料の支払
(9)緊急修繕

主 な 備 品 の 概 要

事務用机、事務用椅子、テーブル類、椅子類、エアコン、テレビなど

事務用机、事務用椅子、テーブル類、椅子類、エアコン、テレビなど

所長１名（兼務）、所長補佐１名、児童厚生員２名、嘱託医１名
（児童を受け入れている時間帯は、有資格児童厚生員２名以上が従事すること。）

12月30日～翌年の1月3日

（１）12月30日～翌年の1月３日
（２）日曜日

　○　仕様

室長１名（兼務）、室長補佐１名、児童厚生員２名、嘱託医１名
（児童を受け入れている時間帯は、有資格児童厚生員２名以上が従事すること。）

業 務 内 容
（ 管 理 ）

共
通

休館（場）日

職 員 配 置 最 低 基 準

施設名称 盛岡市立厨川児童センター
盛岡市前九年一丁目２番１号

令和８年４月１日

制度導入によって
目指す施設の姿

　地域児童の健全育成を図るとともに、母親クラブなどの地域組織活動を育成助長するなど、地
域と一体となった施設の管理運営を行う｡

建 物 ・ 設 備 の 概 要

施設名称

制度導入によって
目指す施設の姿

　○　施設の概要

施設の設置目的・概要

公募・非公募の別 公募

盛岡市立厨川児童センター城西分室
盛岡市中屋敷町１番57号

平成元年４月１日

　厨川児童センターと連携し、地域児童の健全育成を図るとともに、母親クラブなどの地域組織
活動を育成助長するなど、地域と一体となった施設の管理運営を行う｡

本
館

午前９時から午後９時まで

共
通

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすること及び地域の児童の健
全育成の拠点としての役割を担う｡



仕様の概要と運営状況（再指定）

利用料金制

　○遵守法令

８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

－ － － - －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

サービスの向上
（共通）

管理経費の縮減
（共通）

適正な管理運営
（共通）

業 務 内 容
（ 運 営 ）

応 募 資 格

共
通

１　施設の利用予約受付及び利用許可業務（利用申請書の受理、利用許可書の発行等）
２　開館時間の変更及び開館日の変更
３　月次・年次計画及び事業報告書の作成
４　危機管理マニュアル等の作成（緊急時対策、防犯・防災対策）
５　職員の資質向上のための研修の実施（窓口対応、設備操作等の周知徹底）
６　広報業務（利用促進のためのPR、センター概要の作成）
７　運営委員会の開催（年間の方針決定及び年間状況報告承認）
８　体育・文化講座の開催（専門講師を招きクラブ活動等を開催する）
９　母親クラブなどの地域組織との連携（地域組織と連携し、その活動を助長する）

指 定 期 間 不採用

盛岡市に事務所等を有する法人その他の団体

共
通

１　地方自治法（昭和22年法律第244条及び第244条の2）
２　児童福祉法（昭和22年法律第 164号）
３　児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）
４　児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）
５　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年12月29日厚生省令第63号）
６　児童館の設置運営について（平成２年８月７日付け厚生省発児第 123号厚生省事務次官通知）
７　盛岡市児童館条例（昭和53年条例第19号）
８　盛岡市児童館条例施行規則（昭和53年規則第16号）

調整中

　○指定管理者に求められる資質・専門性等

令和８年４月１日～令和11年３月31日（３年間）　※新規指定
令和８年４月１日～令和13年３月31日（５年間）　※継続指定

共通

１　地域コミュニティ組織等と連携した管理運営を行うこと。
２　公の業務に従事する自覚があり、利用者（児童及びその保護者等）への対応、業務態度
　に注意が払われること。
３　児童福祉施策への理解があること。

市民の平等使用の確
保（共通）

　○その他の留意事項

・令和８年度に既存の厨川児童センターから厨川小学校敷地内へ移転する。
・厨川児童センターの移転後は、現在の城西児童センターを厨川児童センター城西分室とする。

項目

　○　要求水準

要求水準
評価指標

調整中

調整中

調整中


